
 

 

 

 

令和８年５月 27 日 

消 防 庁 

 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改
正する政令案に対する意見募集の結果の公示及び改正政令の公布 

 

消防庁では、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改

正する政令案の内容について、令和８年３月 26 日から同年４月 24 日までの間、

国民の皆様から広く意見を募集したところ、意見の提出はありませんでした。 

この意見募集の結果も踏まえ、本日、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準

を定める政令の一部を改正する政令を公布しましたのでお知らせします。 

 

１ 主な改正内容 

最近における社会経済情勢に鑑み、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る葬祭

補償の額の改定を行います。 
 

２ 意見募集の結果 

令和８年３月 26 日から同年４月 24 日までの間、国民の皆様から広く意見を募集

したところ、意見の提出はありませんでした。 
 

３ 政令の公布 

消防庁では、意見募集の実施結果等を踏まえ、非常勤消防団員等に係る損害補償

の基準を定める政令の一部を改正する政令（令和８年政令第 179 号）（別紙）を本

日付けで公布しました。 
 

 

 

      

      

 

【連絡先】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室  

和氣課長補佐、筒井事務官 

TEL：03-5253-7561 

E-mail：syobodan_atmark_ml.soumu.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と 

表示しております。送信の際には「@」に変更して 

ください。 



政
令
第
百
七
十
九
号

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
水
防
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
三
十
一
万
五
千
円
」
を
「
三
十
三
万
円
」
に
改
め
る
。

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
の
規
定
は
、
令
和

別紙

速人 筒井
長方形



八
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
第
一
条

第
七
号
に
規
定
す
る
葬
祭
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
号
に
規
定
す
る
葬
祭
補
償
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



 

理　

由

最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
に
鑑
み
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
対
す
る
損
害
補
償
に
係
る
葬
祭
補
償
の
額
の
改
定
を
行
う

必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


	03報道発表鑑
	04非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（令和８年政令第179号）
	01-2_（別紙２）理由 (3) (2)

